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(57)【要約】
【課題】超音波接合を行った場合であっても、セラミッ
クス部材と銅部材との剥離を抑制することが可能な接合
体、及び、絶縁回路基板を提供する。
【解決手段】Ａｌ系セラミックスからなるセラミックス
部材１１と、銅又は銅合金からなる銅部材１２とが接合
されてなる接合体１０であって、セラミックス部材１１
と銅部材１２との間に形成された接合層３０においては
、セラミックス部材１１側に、活性金属を含む化合物か
らなる結晶質の活性金属化合物層３１が形成されており
、活性金属化合物層３１の銅部材１２側の界面から銅部
材１２に向かって０．５μｍから３μｍの厚み範囲にお
けるＡｌ濃度が０．１５ａｔ％以下である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ａｌ系セラミックスからなるセラミックス部材と、銅又は銅合金からなる銅部材とが接
合されてなる接合体であって、
　前記セラミックス部材と前記銅部材との間に形成された接合層においては、前記セラミ
ックス部材側に、活性金属を含む化合物からなる結晶質の活性金属化合物層が形成されて
おり、
　前記活性金属化合物層の前記銅部材側の界面から前記銅部材に向かって０．５μｍから
３μｍの厚み範囲におけるＡｌ濃度が０．１５ａｔ％以下であることを特徴とする接合体
。
【請求項２】
　前記活性金属化合物層の厚さが１．５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下の範囲内とされているこ
とを特徴とする請求項１に記載の接合体。
【請求項３】
　前記セラミックス部材は、窒化アルミニウム、アルミナのいずれかで構成されることを
特徴とする請求項１又は請求項２に記載の接合体。
【請求項４】
　前記活性金属化合物層は、活性金属の窒化物、又は、活性金属の酸化物のいずれかを含
有することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の接合体。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の接合体を備えた絶縁回路基板であって、
　前記セラミックス部材からなるセラミックス基板と、このセラミックス基板の一方の面
に形成された前記銅部材からなる回路層と、を備えていることを特徴とする絶縁回路基板
。
【請求項６】
　前記セラミックス基板の前記回路層とは反対側の面に、金属層が形成されていることを
特徴とする請求項５に記載の絶縁回路基板。
【請求項７】
　前記金属層は銅又は銅合金からなることを特徴とする請求項６に記載の絶縁回路基板。
【請求項８】
　前記金属層はアルミニウム又はアルミニウム合金からなることを特徴とする請求項６に
記載の絶縁回路基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、セラミックス部材と銅部材とが接合されてなる接合体、この接合体を備え
た絶縁回路基板に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤやパワーモジュール等の半導体装置においては、導電材料からなる回路層の上に
半導体素子が接合された構造とされている。
　風力発電、電気自動車、ハイブリッド自動車等を制御するために用いられる大電力制御
用のパワー半導体素子においては、発熱量が多いことから、これを搭載する基板としては
、例えばＡｌＮ（窒化アルミ）、Ａｌ２Ｏ３（アルミナ）などからなるセラミックス基板
と、このセラミックス基板の一方の面に導電性の優れた金属板を接合して形成した回路層
と、を備えた絶縁回路基板が、従来から広く用いられている。なお、パワージュール用基
板としては、セラミックス基板の他方の面に金属板を接合して金属層が形成したものも提
供されている。
【０００３】
　従来、セラミックス基板に対して銅板を接合する方法として、例えば、セラミックス基
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板に銅板を重ねた状態で、これらに荷重を加えつつ、Ｎ２雰囲気中で１０００℃以上に加
熱する、いわゆるＤＢＣ法（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｂｏｎｄｉｎｇ　Ｃｏｐｐｅｒ法）が知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。
　ここで、特許文献１に示したＤＢＣ法によってセラミックス基板と銅板とを接合した場
合、１０００℃以上で加熱して接合するため、セラミックス基板に熱負荷がかかることに
よりセラミックス基板と銅板との接合信頼性が低下する懸念があった。
【０００４】
　そこで、特許文献２には、セラミックス部材と銅部材との間に形成された接合部のセラ
ミックス部材側にＴｉ等の活性金属の酸化物あるいは窒化物等の化合物からなる活性金属
化合物領域が形成され、この活性金属化合物領域の銅部材側をなす一面から銅部材側に向
かって０．５μｍ～３μｍの厚み範囲における接合部のＡｌ濃度が０．５ａｔ％以上１５
ａｔ％以下の範囲内とされた接合体（絶縁回路基板）が提案されている。
　この接合体（絶縁回路基板）においては、接合部のＡｌ濃度を所定の範囲内にすること
によって、セラミックス部材と接合部との接合力を高く維持することができ、接合部にお
ける剥離率を低減させて、セラミックス部材と銅部材とを強固に接合する構成とされてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０４－１６２７５６号公報
【特許文献２】特許第５８７１０８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上述の絶縁回路基板の回路層においては、端子材が超音波接合されることが
ある。
　ここで、特許文献２に記載されたように、Ａｌ濃度が０．５ａｔ％以上１５ａｔ％以下
の範囲内とされた接合部においては、比較的脆弱であるため、超音波を負荷した際にクラ
ックが生じてしまうおそれがあった。
　また、セラミックス部材側に形成される活性金属化合物領域が非晶質であった場合には
、超音波を負荷した際に、非晶質の活性金属化合物層を起点としてクラックが発生し、回
路層が剥離してしまうおそれがあった。
【０００７】
　この発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであって、超音波接合を行った場合で
あっても、セラミックス部材と銅部材との剥離を抑制することが可能な接合体、及び、絶
縁回路基板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の接合体は、Ａｌ系セラミックスからなるセラミッ
クス部材と、銅又は銅合金からなる銅部材とが接合されてなる接合体であって、前記セラ
ミックス部材と前記銅部材との間に形成された接合層においては、前記セラミックス部材
側に、活性金属を含む化合物からなる結晶質の活性金属化合物層が形成されており、前記
活性金属化合物層の前記銅部材側の界面から前記銅部材に向かって０．５μｍから３μｍ
の厚み範囲におけるＡｌ濃度が０．１５ａｔ％以下であることを特徴としている。
【０００９】
　この構成の接合体においては、前記セラミックス部材と前記銅部材との間に形成された
接合層の前記セラミックス部材側に、活性金属を含む化合物からなる結晶質の活性金属化
合物層が形成されているので、超音波を負荷させた場合であっても、活性金属化合物層を
起点としてクラックが発生することを抑制でき、セラミックス部材と銅部材との剥離を抑
制することができる。
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　また、前記活性金属化合物層の前記銅部材の界面から前記銅部材に向かって０．５μｍ
から３μｍの厚み範囲における前記接合層のＡｌ濃度が０．１５ａｔ％以下に抑えられて
いるので、超音波を負荷させた場合であっても、接合層にクラックが生じることを抑制す
ることができる。
【００１０】
　ここで、本発明の接合体においては、前記活性金属化合物層の厚さが１．５ｎｍ以上１
５０ｎｍ以下の範囲内とされていることが好ましい。
　この構成の接合体によれば、前記活性金属化合物層の厚さが１．５ｎｍ以上１５０ｎｍ
以下の範囲内とされているので、接合界面に適度な厚さの活性金属化合物層が存在し、冷
熱サイクルを負荷した際に割れが生じることを抑制でき、冷熱サイクル信頼性に優れてい
る。
【００１１】
　また、本発明の接合体においては、前記セラミックス部材は、ＡｌＮ、Ａｌ２Ｏ３のい
ずれかで構成されることが好ましい。
　この構成の接合体によれば、セラミックス部材としてＡｌＮ、Ａｌ２Ｏ３のいずれかを
選択することにより、絶縁性、および、耐熱性に優れた接合体を製造することができる。
【００１２】
　さらに、本発明の接合体においては、前記活性金属化合物層は、活性金属の窒化物、又
は、活性金属の酸化物のいずれかを含有することが好ましい。
　この構成の接合体によれば、前記活性金属化合物層が、活性金属の窒化物、又は、活性
金属の酸化物のいずれかを含んでいるので、セラミックス部材と銅部材との接合性が向上
し、超音波を負荷した際のセラミックス部材と銅部材との剥離をさらに抑制することがで
きる。
【００１３】
　本発明の絶縁回路基板は、前述の接合体を備えた絶縁回路基板であって、前記セラミッ
クス部材からなるセラミックス基板と、このセラミックス基板の一方の面に形成された前
記銅部材からなる回路層と、を備えていることを特徴としている。
【００１４】
　この構成の絶縁回路基板によれば、前述の接合体として前記セラミックス部材からなる
セラミックス基板と、このセラミックス基板の一方の面に形成された前記銅部材からなる
回路層と、を備えているので、回路層に対して超音波接合を適用した場合であっても、セ
ラミックス基板と回路層との接合部においてクラックが生じることを抑制でき、回路層と
セラミックス基板との剥離を抑制することができる。
【００１５】
　ここで、本発明の絶縁回路基板においては、前記セラミックス基板の前記回路層とは反
対側の面に、金属層が形成されていることが好ましい。
　この場合、前記セラミックス基板の前記回路層とは反対側の面に形成された金属層によ
って、回路層側の熱を効率良く放熱することが可能となる。また、セラミックス基板の反
りの発生を抑制することができる。
【００１６】
　また、本発明の絶縁回路基板においては、前記金属層は銅又は銅合金からなる構成とし
てもよい。
　この場合、セラミックス基板の回路層とは反対側の面に、銅又は銅合金からなる金属層
が形成されているので、放熱性に優れた絶縁回路基板を実現できる。
【００１７】
　また、本発明の絶縁回路基板においては、前記金属層はアルミニウム又はアルミニウム
合金からなる構成としてもよい。
　この場合、セラミックス基板の回路層とは反対側の面に、変形抵抗が小さいアルミニウ
ム又はアルミニウム合金からなる金属層を接合することによって、セラミックス基板に熱
応力が加わった際に、この熱応力をアルミニウム又はアルミニウム合金からなる金属層に
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よって吸収でき、セラミックス基板の熱応力による破損を抑制することが可能になる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、超音波接合を行った場合であっても、セラミックス部材と銅部材との
剥離を抑制することが可能な接合体、及び、絶縁回路基板を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第一の実施形態である絶縁回路基板（接合体）を用いたパワーモジュー
ルの概略説明図である。
【図２】本発明の第一の実施形態である絶縁回路基板（接合体）の回路層及び金属層（銅
部材）とセラミックス基板（セラミックス部材）との接合界面の模式図である。
【図３】本発明の第一の実施形態である絶縁回路基板（接合体）の製造方法及びパワーモ
ジュールの製造方法を示すフロー図である。
【図４】本発明の第一の実施形態である絶縁回路基板（接合体）の製造方法を示す説明図
である。
【図５】本発明の第二の実施形態である絶縁回路基板（接合体）を用いたパワーモジュー
ルの概略説明図である。
【図６】本発明の第二の実施形態である絶縁回路基板（接合体）の回路層（銅部材）とセ
ラミックス基板（セラミックス部材）との接合界面の模式図である。
【図７】本発明の第二の実施形態である絶縁回路基板（接合体）の製造方法及びパワーモ
ジュールの製造方法を示すフロー図である。
【図８】本発明の第二の実施形態である絶縁回路基板（接合体）の製造方法を示す説明図
である。
【図９】実施例における本発明例３のセラミックス基板近傍の観察結果である。
【図１０】実施例におけるセラミックス基板近傍のライン分析結果である。（ａ）が本発
明例３、（ｂ）が比較例１である。
【図１１】実施例における本発明例４のセラミックス基板近傍の元素マッピング図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態である接合体、絶縁回路基板について、添付
した図面を参照して説明する。なお、以下に示す各実施形態は、発明の趣旨をより良く理
解させるために具体的に説明するものであり、特に指定のない限り、本発明を限定するも
のではない。また、以下の説明で用いる図面は、本発明の特徴をわかりやすくするために
、便宜上、要部となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率など
が実際と同じであるとは限らない。
【００２１】
（第一の実施形態）
　以下に、本発明の第一の実施形態について、図１から図４を参照して説明する。
　本発明の第一の実施形態である接合体は、Ａｌ系セラミックスからなるセラミックス部
材としてのセラミックス基板１１と、銅または銅合金からなる銅部材としての銅板２２（
回路層１２）とが接合されることによって構成された絶縁回路基板１０とされている。な
お、Ａｌ系セラミックスとは、アルミニウム酸化物やアルミニウム窒化物等のＡｌ元素を
含む化合物で構成されたセラミックスのことを指す。
　図１に、本発明の実施形態である絶縁回路基板１０及びこの絶縁回路基板を用いたパワ
ーモジュール１を示す。
【００２２】
　このパワーモジュール１は、絶縁回路基板１０と、この絶縁回路基板１０の一方側（図
１において上側）に第１はんだ層２を介して接合された半導体素子３と、絶縁回路基板１
０の他方側（図１において下側）に第２はんだ層８を介して配置されたヒートシンク５１
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と、を備えている。
　ここで、第１はんだ層２及び第２はんだ層８は、例えばＳｎ－Ａｇ系、Ｓｎ－Ｉｎ系、
若しくはＳｎ－Ａｇ－Ｃｕ系のはんだ材とされている。
【００２３】
　絶縁回路基板１０は、図１に示すように、セラミックス基板１１と、このセラミックス
基板１１の一方の面（図１において上面）に配設された回路層１２と、セラミックス基板
１１の他方の面（図１において下面）に配設された金属層１３とを備えている。
【００２４】
　セラミックス基板１１は、Ａｌ系セラミックス、例えば、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）
、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）等から構成されている。なお、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、
アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）等は、ＺｒＯ２等によって強化されたものであってもよい。
　本実施形態では、セラミックス基板１１は、放熱性の優れた窒化アルミニウム（ＡｌＮ
）で構成されている。セラミックス基板１１の厚さは、例えば０．２～１．５ｍｍの範囲
内に設定されており、本実施形態では、０．６３５ｍｍのものを用いている。
【００２５】
　回路層１２は、図４に示すように、セラミックス基板１１の一方の面に銅又は銅合金か
らなる銅板２２が接合されることにより形成されている。本実施形態においては、回路層
１２を構成する銅板２２として、無酸素銅の圧延板が用いられている。この回路層１２に
は、回路パターンが形成されており、その一方の面（図１において上面）が、半導体素子
３が搭載される搭載面とされている。ここで、回路層１２（銅板２２）の厚さは０．１ｍ
ｍ以上１．０ｍｍ以下の範囲内に設定されており、本実施形態では０．６ｍｍに設定され
ている。
【００２６】
　金属層１３は、図４に示すように、セラミックス基板１１の他方の面に銅又は銅合金か
らなる銅板２３が接合されることにより形成されている。本実施形態においては、金属層
１３を構成する銅板２３として、無酸素銅の圧延板が用いられている。ここで、金属層１
３（銅板２３）の厚さは０．１ｍｍ以上１．０ｍｍ以下の範囲内に設定されており、本実
施形態では、０．６ｍｍに設定されている。
【００２７】
　ヒートシンク５１は、前述の絶縁回路基板１０を冷却するためのものであり、本実施形
態では放熱板とされている。このヒートシンク５１は、熱伝導性が良好な材質で構成され
ることが望ましく、本実施形態においては、Ａ６０６３（アルミニウム合金）で構成され
ている。
　このヒートシンク５１は、本実施形態においては、絶縁回路基板１０の金属層１３に第
２はんだ層８を介して接合されている。
【００２８】
　ここで、回路層１２（銅板２２）とセラミックス基板１１、及び、金属層１３（銅板２
３）とセラミックス基板１１の接合界面の拡大図を、図２に示す。
　図２に示すように、セラミックス基板１１と回路層１２（銅板２２）及び金属層１３（
銅板２３）との接合界面には、接合層３０が形成されている。
　この接合層３０は、図２に示すように、セラミックス基板１１側に形成された活性金属
を含む化合物からなる活性金属化合物層３１と、活性金属化合物層３１と回路層１２（銅
板２２）及び金属層１３（銅板２３）との間に形成された合金層３２と、を備えている。
【００２９】
　本実施形態においては、後述するように、Ｃｕ－Ｐ系ろう材２４と活性金属としてＴｉ
を用いて、回路層１２（銅板２２）及び金属層１３（銅板２３）とセラミックス基板１１
を接合していることから、活性金属化合物層３１は、チタン化合物によって構成される。
【００３０】
　そして、活性金属化合物層３１は、結晶質のチタン化合物（チタン酸化物又はチタン窒
化物）とされている。なお、活性金属化合物層３１の結晶性については、透過型電子顕微
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鏡によって電子回折図形を観察することで確認することができる。本実施形態では、活性
金属化合物層３１がチタン酸化物で構成されており、ルチル型の電子回折図形が観察され
ることになる。
　ここで、本実施形態においては、活性金属化合物層３１の厚さは、１．５ｎｍ以上１５
０ｎｍ以下の範囲内であることが好ましい。
【００３１】
　また、接合層３０においては、活性金属化合物層３１の回路層１２（銅板２２）側及び
金属層１３（銅板２３）側の界面から回路層１２（銅板２２）及び金属層１３（銅板２３
）に向かって、０．５μｍから３μｍの厚み範囲ＥにおけるＡｌ濃度が０．１５ａｔ％以
下とされている。すなわち、活性金属化合物層３１の回路層１２（銅板２２）側及び金属
層１３（銅板２３）側の界面から、回路層１２（銅板２２）及び金属層１３（銅板２３）
に向けて０．５μｍ（Δｔ１）の位置で広がる面と、回路層１２（銅板２２）及び金属層
１３（銅板２３）に向けて３μｍ（Δｔ２）の位置で広がる面との間の、２．５μｍの厚
み範囲Ｅに広がる領域内においては、Ａｌ濃度が０．１５ａｔ％以下とされている。なお
、Ａｌ濃度は厚み範囲Ｅにおける平均値とされている。
【００３２】
　接合層３０におけるＡｌ成分は、セラミックス基板１１の構成材料、すなわち、Ａｌ系
セラミックスの一部が、セラミックス基板１１と銅板２２、２３との接合時に分解され、
Ａｌ成分が接合層３０に向かって拡散することにより生じたものである。例えば、本実施
形態では、セラミックス基板１１を構成するＡｌＮが分解して、Ａｌが拡散したものであ
る。
　接合層３０の厚み範囲ＥにおけるＡｌ濃度は、セラミックス基板１１と銅板２２，２３
との接合時における接合工程Ｓ０２での加熱温度、保持時間、ろう材量、活性金属量によ
ってセラミックス基板１１の分解状態を調整することにより、制御することができる。
【００３３】
　また、合金層３２は、接合時に用いたろう材の成分のいずれかを含む合金あるいは金属
間化合物を含有するものとされている。本実施形態では、後述するように、Ｃｕ－Ｐ系ろ
う材２４、具体的には、Ｃｕ－Ｐ－Ｓｎ－Ｎｉろう材を用いているので、合金層３２は、
Ｃｕ，Ｐ，Ｓｎ，Ｎｉのいずれかを含む合金あるいは金属間化合物を有している。
【００３４】
　次に、上述した本実施形態である絶縁回路基板１０の製造方法について、図３及び図４
を参照して説明する。
【００３５】
　まず、図４に示すように、セラミックス基板１１の一方の面（図４において上面）に、
Ｃｕ－Ｐ系ろう材２４、チタン材２５、及び回路層１２となる銅板２２を順に積層すると
ともに、セラミックス基板１１の他方の面（図４において下面）に、Ｃｕ－Ｐ系ろう材２
４、チタン材２５、及び金属層１３となる銅板２３を順に積層する（積層工程Ｓ０１）。
【００３６】
　本実施形態では、Ｃｕ－Ｐ系ろう材２４として、Ｐを３ｍａｓｓ％以上１０ｍａｓｓ％
以下の範囲で含み、かつ、低融点元素であるＳｎを７ｍａｓｓ％以上５０ｍａｓｓ％以下
の範囲で含み、さらに、Ｎｉを２ｍａｓｓ％以上１５ｍａｓｓ％以下の範囲で含むＣｕ－
Ｐ－Ｓｎ－Ｎｉろう材を用いている。
　ここで、Ｃｕ－Ｐ系ろう材２４の厚さは、１０μｍ以上５０μｍ以下の範囲とされてい
る。
【００３７】
　また、本実施形態では、活性金属元素であるＴｉを含むチタン材２５の厚さは、０．０
５μｍ以上２μｍ以下の範囲内とされている。なお、チタン材２５は、厚さが０．１μｍ
以上１．０μｍ以下の場合には蒸着やスパッタによって成膜することが好ましく、厚さが
１．０μｍ以上の場合には箔材を用いることが好ましい。
【００３８】
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　次に、セラミックス基板１１、Ｃｕ－Ｐ系ろう材２４、チタン材２５、銅板２２及び銅
板２３を、積層方向に加圧（圧力１～３５ｋｇｆ／ｃｍ２（０．１ＭＰａ～３．５ＭＰａ
））した状態で、真空加熱炉内に装入して加熱して接合する（接合工程Ｓ０２）。
　本実施形態では、真空加熱炉内の圧力は１０－６Ｐａ以上１０－３Ｐａ以下の範囲内と
している。
　また、加熱温度は７７０℃以上９５０℃以下の範囲内、加熱温度での保持時間を５分以
上１２０分以下の範囲内に設定している。さらに、６００℃から７００℃までの昇温速度
を５℃／ｍｉｎ以上２０℃／ｍｉｎ以下の範囲内に設定している。
【００３９】
　ここで、活性金属元素であるＴｉを含むチタン材２５の厚さが０．０５μｍ未満の場合
には、セラミックス基板１１と銅板２２，２３との接合が不十分となるおそれがある。一
方、チタン材２５の厚さが２μｍを超える場合には、セラミックス基板１１の分解が促進
され、接合層３０の厚み範囲ＥにおけるＡｌ濃度が０．１５ａｔ％を超えてしまい、超音
波接合時にクラックが生じるおそれがある。
　以上のことから、本実施形態では、チタン材２５の厚さを０．０５μｍ以上２μｍ以下
の範囲内に設定している。
　なお、セラミックス基板１１と銅板２２，２３とを確実に接合するためには、チタン材
２５の厚さの下限を０．１μｍ以上とすることが好ましく、０．１５μｍ以上とすること
がさらに好ましい。一方、セラミックス基板１１の分解を抑制するためには、チタン材２
５の厚さの上限を１．５μｍ以下とすることが好ましく、１．０μｍ以下とすることがさ
らに好ましい。
【００４０】
　Ｃｕ－Ｐ系ろう材２４の厚さが１０μｍ未満の場合には、セラミックス基板１１と銅板
２２，２３との接合が不十分となるおそれがある。一方、Ｃｕ－Ｐ系ろう材２４の厚さが
５０μｍを超える場合には、セラミックス基板１１の分解が促進され、接合層３０の厚み
範囲ＥにおけるＡｌ濃度が０．１５ａｔ％を超えてしまい、超音波接合時にクラックが生
じるおそれがある。
　以上のことから、本実施形態では、Ｃｕ－Ｐ系ろう材２４の厚さを１０μｍ以上５０μ
ｍ以下の範囲内に設定している。
　なお、セラミックス基板１１と銅板２２，２３とを確実に接合するためには、Ｃｕ－Ｐ
系ろう材２４の厚さの下限を１５μｍ以上とすることが好ましく、２０μｍ以上とするこ
とがさらに好ましい。一方、セラミックス基板１１の分解を抑制するためには、Ｃｕ－Ｐ
系ろう材２４の厚さの上限を４０μｍ以下とすることが好ましく、３５μｍ以下とするこ
とがさらに好ましい。
【００４１】
　接合工程Ｓ０２における加熱温度が７７０℃未満の場合には、セラミックス基板１１と
銅板２２，２３との接合が不十分となるおそれがある。一方、接合工程Ｓ０２における加
熱温度が９５０℃を超える場合には、セラミックス基板１１の熱劣化によってマイクロク
ラックが発生し、超音波接合時にセラミックス基板１１に割れが生じるおそれがある。
　以上のことから、本実施形態では、接合工程Ｓ０２における加熱温度を７７０℃以上９
５０℃以下の範囲内に設定している。
　なお、セラミックス基板１１と銅板２２，２３とを確実に接合するためには、接合工程
Ｓ０２における加熱温度の下限を８００℃以上とすることが好ましく、８３０℃以上とす
ることがさらに好ましい。一方、セラミックス基板１１の熱劣化を抑制するためには、接
合工程Ｓ０２における加熱温度の上限を９４０℃以下とすることが好ましく、９３０℃以
下とすることがさらに好ましい。
【００４２】
　接合工程Ｓ０２における加熱温度での保持時間が５分未満の場合には、セラミックス基
板１１と銅板２２，２３との接合が不十分となるおそれがある。一方、接合工程Ｓ０２に
おける加熱温度での保持時間が１２０分を超える場合には、セラミックス基板１１の分解
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が促進され、接合層３０の厚み範囲ＥにおけるＡｌ濃度が０．１５ａｔ％を超えてしまい
、超音波接合時にクラックが生じるおそれがある。
　以上のことから、本実施形態では、加熱温度での保持時間を５分以上１２０分以下の範
囲内に設定している。
　なお、セラミックス基板１１と銅板２２，２３とを確実に接合するためには、接合工程
Ｓ０２における加熱温度での保持時間の下限を１５分以上とすることが好ましく、３０　
分以上とすることがさらに好ましい。一方、セラミックス基板１１の分解を抑制するため
には、接合工程Ｓ０２における加熱温度での保持時間の上限を１００分以下とすることが
好ましく、９０分以下とすることがさらに好ましい。
【００４３】
　接合工程Ｓ０２における６００℃から７００℃までの昇温速度が５℃／ｍｉｎ未満の場
合には、セラミックス基板１１の分解が促進され、接合層３０の厚み範囲ＥにおけるＡｌ
濃度が０．１５ａｔ％を超えてしまい、超音波接合時にクラックが生じるおそれがある。
一方、接合工程Ｓ０２における６００℃から７００℃までの昇温速度が２０℃／ｍｉｎを
超える場合には、熱衝撃によってセラミックス基板１１にマイクロクラックが発生し、超
音波接合時にセラミックス基板１１に割れが生じるおそれがある。
　以上のことから、本実施形態では、接合工程Ｓ０２における６００℃から７００℃まで
の昇温速度を５℃／ｍｉｎ以上２０℃／ｍｉｎ以下の範囲内に設定している。
　なお、セラミックス基板１１の分解を抑制するためには、接合工程Ｓ０２における６０
０℃から７００℃までの昇温速度の下限を７℃／ｍｉｎ以上とすることが好ましく、１０
℃／ｍｉｎ以上とすることがさらに好ましい。一方、熱衝撃によるマイクロクラックの発
生を抑制するためには、接合工程Ｓ０２における６００℃から７００℃までの昇温速度の
上限を１５℃／ｍｉｎ以下とすることが好ましく、１３℃／ｍｉｎ以下とすることがさら
に好ましい。
【００４４】
　以上の積層工程Ｓ０１及び接合工程Ｓ０２により、本実施形態である絶縁回路基板１０
が製造される。
【００４５】
　次に、絶縁回路基板１０の金属層１３の他方の面側に、ヒートシンク５１をはんだ接合
する（ヒートシンク接合工程Ｓ０３）。
　さらに、絶縁回路基板１０の回路層１２の一方の面に、半導体素子３をはんだ付けによ
り接合する（半導体素子接合工程Ｓ０４）。
　以上の工程により、図１に示すパワーモジュール１が製出される。
【００４６】
　以上のような構成とされた本実施形態の絶縁回路基板１０（接合体）によれば、セラミ
ックス基板１１と回路層１２及び金属層１３との間に形成された接合層３０のセラミック
ス基板１１側に、結晶質のチタン酸化物からなる活性金属化合物層３１が形成されている
ので、超音波を負荷させた場合であっても、活性金属化合物層３１を起点としてクラック
が発生することを抑制でき、セラミックス基板１１と回路層１２及び金属層１３との剥離
を抑制することができる。
【００４７】
　さらに、本実施形態では、活性金属化合物層３１の回路層１２及び金属層１３側の界面
から、回路層１２及び金属層１３に向かって０．５μｍから３μｍの厚み範囲Ｅにおける
接合層３０のＡｌ濃度が０．１５ａｔ％以下に抑えられているので、超音波を負荷させた
場合であっても、接合層３０にクラックが生じることを抑制することができる。
　なお、厚み範囲Ｅにおける接合層３０のＡｌ濃度は、０．１０ａｔ％以下であることが
好ましく、０．０７ａｔ％以下であることがさらに好ましい。
【００４８】
　また、本実施形態においては、活性金属化合物層３１の厚さが１．５ｎｍ以上とされて
いるので、活性金属化合物層３１によってセラミックス基板１１の接合界面近傍の強度が
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適度に向上し、冷熱サイクル負荷時におけるセラミックス基板１１の割れの発生を抑制す
ることができる。一方、性金属化合物層３１の厚さが１５０ｎｍ以下とされているので、
硬い活性金属化合物層３１が過剰に形成されておらず、冷熱サイクル負荷時においてセラ
ミックス基板１１に生じる熱歪を抑えることができ、冷熱サイクル負荷時におけるセラミ
ックス基板１１の割れの発生を抑制することができる。
　なお、活性金属化合物層３１の厚さの下限は３ｎｍ以上であることが好ましく、５ｎｍ
以上であることがさらに好ましい。一方、活性金属化合物層３１の厚さの上限は６０ｎｍ
以下であることが好ましく、１５ｎｍ以下であることがさらに好ましい。
【００４９】
　また、本実施形態においては、セラミックス基板１１が窒化アルミニウム（ＡｌＮ）で
構成されているので、絶縁性、および、耐熱性に優れた絶縁回路基板１０を製造すること
ができる。
　さらに、活性金属化合物層３１がチタン酸化物で構成されているので、セラミックス基
板１１と回路層１２及び金属層１３との接合性が向上し、セラミックス基板１１と回路層
１２及び金属層１３との剥離をさらに抑制することができる。
【００５０】
　さらに、本実施形態においては、セラミックス基板１１の回路層１２とは反対側の面に
、金属層１３が形成されているので、半導体素子３で発生した熱を効率良く放熱すること
が可能となる。また、セラミックス基板１１の反りの発生を抑制することができる。
　また、金属層１３が銅又は銅合金で構成されているので、放熱性に優れた絶縁回路基板
１０を実現できる。
【００５１】
（第二の実施形態）
　次に、本発明の第二の実施形態について説明する。なお、第一の実施形態と同一の構成
のものについては、同一の符号を付して記載し、詳細な説明を省略する。
　図５に、本発明の第二の実施形態に係る絶縁回路基板１１０を備えたパワーモジュール
１０１を示す。
【００５２】
　このパワーモジュール１０１は、絶縁回路基板１１０と、この絶縁回路基板１１０の一
方の面（図５において上面）にはんだ層２を介して接合された半導体素子３と、絶縁回路
基板１１０の下側に接合されたヒートシンク５１と、を備えている。
【００５３】
　セラミックス基板１１１は、Ａｌ系セラミックス、例えば、窒化アルミニウム（ＡｌＮ
）、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）等から構成されている。本実施形態では、セラミックス基板
１１１は、放熱性の優れたアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）で構成されている。なお、本実施形態
のセラミックス基板１１１を構成するアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）は、焼結助剤としてＳｉＯ

２を含んでいる。
　また、セラミックス基板１１１の厚さは、例えば０．２～１．５ｍｍの範囲内に設定さ
れており、本実施形態では、０．６３５ｍｍのものを用いている。
【００５４】
　回路層１１２は、図８に示すように、セラミックス基板１１１の一方の面に銅又は銅合
金からなる銅板１２２が接合されることにより形成されている。本実施形態においては、
回路層１１２を構成する銅板１２２として、無酸素銅の圧延板が用いられている。この回
路層１１２には、回路パターンが形成されており、その一方の面（図５において上面）が
、半導体素子３が搭載される搭載面とされている。ここで、回路層１１２（銅板１２２）
の厚さは０．１ｍｍ以上１．０ｍｍ以下の範囲内に設定されており、本実施形態では０．
６ｍｍに設定されている。
【００５５】
　金属層１１３は、図８に示すように、セラミックス基板１１１の他方の面にアルミニウ
ム又はアルミニウム合金からなるアルミニウム板１２３が接合されることにより形成され
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ている。本実施形態においては、金属層１１３を構成するアルミニウム板１２３として、
純度９９．９９ｍａｓｓ％以上のアルミニウム（４Ｎアルミニウム）の圧延板が用いられ
ている。ここで、金属層１１３（アルミニウム板１２３）の厚さは０．２ｍｍ以上６ｍｍ
以下の範囲内に設定されており、本実施形態では、２．０ｍｍに設定されている。
【００５６】
　ヒートシンク５１は、本実施形態においては、絶縁回路基板１１０の金属層１１３にＡ
ｌ－Ｓｉ系ろう材等を用いて接合されている。
【００５７】
　ここで、回路層１１２（銅板１２２）とセラミックス基板１１１の接合界面の拡大図を
、図６に示す。
　図６に示すように、セラミックス基板１１１と回路層１１２（銅板１２２）との接合界
面には、接合層１３０が形成されている。
　この接合層１３０は、図６に示すように、セラミックス基板１１１側に形成された活性
金属を含む化合物からなる活性金属化合物層１３１と、活性金属化合物層１３１と回路層
１１２（銅板１２２）との間に形成された合金層１３２と、を備えている。
　さらに、本実施形態においては、活性金属化合物層１３１とセラミックス基板１１１と
の間に、Ｓｉ濃化層１３５が形成されている。
【００５８】
　本実施形態においては、後述するように、Ｃｕ－Ｐ系ろう材２４と活性金属としてＴｉ
を含むチタン材２５を用いて、回路層１１２（銅板１２２）とセラミックス基板１１１を
接合していることから、活性金属化合物層１３１は、チタン化合物によって構成される。
　なお、Ｓｉ濃化層１３５は、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）からなるセラミックス基板１１１
に焼結助剤として含まれるＳｉＯ２によって形成されたものであると推測される。
【００５９】
　そして、活性金属化合物層１３１は、結晶質のチタン化合物（チタン酸化物又はチタン
窒化物）とされている。なお、活性金属化合物層１３１の結晶性については、透過型電子
顕微鏡によって電子回折図形を観察することで確認することができる。本実施形態では、
活性金属化合物層１３１がチタン酸化物で構成されており、ルチル型の電子回折図形が観
察されることになる。
　ここで、本実施形態においては、活性金属化合物層１３１の厚さは、１．５ｎｍ以上１
５０ｎｍ以下の範囲内であることが好ましい。
【００６０】
　また、接合層１３０においては、活性金属化合物層１３１の回路層１１２（銅板１２２
）側の界面から回路層１１２（銅板１２２）に向かって、０．５μｍから３μｍの厚み範
囲ＥにおけるＡｌ濃度が０．１５ａｔ％以下とされている。
【００６１】
　また、合金層１３２は、接合時に用いたろう材の成分のいずれかを含む合金あるいは金
属間化合物を含有するものとされている。本実施形態では、Ｃｕ－Ｐ系ろう材２４、具体
的には、Ｃｕ－Ｐ－Ｓｎ－Ｎｉろう材を用いているので、合金層３２は、Ｃｕ，Ｐ，Ｓｎ
，Ｎｉのいずれかを含む合金あるいは金属間化合物を有している。
【００６２】
　次に、上述した本実施形態である絶縁回路基板１１０の製造方法について、図７及び図
８を参照して説明する。
【００６３】
　まず、図８に示すように、セラミックス基板１１１の一方の面（図８において上面）に
、Ｃｕ－Ｐ系ろう材２４、チタン材２５、及び回路層１１２となる銅板１２２を順に積層
する（銅板積層工程Ｓ１０１）。
　なお、Ｃｕ－Ｐ系ろう材２４及びチタン材２５の厚さ等は、第一の実施形態と同等の条
件とした。
【００６４】
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　次に、セラミックス基板１１１、Ｃｕ－Ｐ系ろう材２４、チタン材２５、銅板１２２を
、積層方向に加圧（圧力１～３５ｋｇｆ／ｃｍ２（０．１ＭＰａ～３．５ＭＰａ））した
状態で、真空加熱炉内に装入して加熱して接合する（銅板接合工程Ｓ１０２）。
　本実施形態では、真空加熱炉内の圧力は１０－６Ｐａ以上１０－３Ｐａ以下の範囲内と
している。
　また、加熱温度は７７０℃以上９５０℃以下の範囲内、加熱温度での保持時間を５分以
上１２０分以下の範囲内に設定している。さらに、６００℃から７００℃までの昇温速度
を５℃／ｍｉｎ以上２０℃／ｍｉｎ以下の範囲内に設定している。
【００６５】
　次に、図８に示すように、セラミックス基板１１１の他方の面（図８において下面）に
、Ａｌ－Ｓｉ系ろう材２７、及び金属層１１３となるアルミニウム板１２３を順に積層す
る（アルミニウム板積層工程Ｓ１０３）。
　ここで、本実施形態では、Ａｌ－Ｓｉ系ろう材２７として、Ｓｉを７ｍａｓｓ％以上１
２ｍａｓｓ％以下の範囲内で含有するアルミニウム合金からなるろう材箔を用いており、
Ａｌ－Ｓｉ系ろう材２７の厚さが５μｍ以上３０μｍ以下の範囲内とされている。
【００６６】
　次に、セラミックス基板１１１、Ａｌ－Ｓｉ系ろう材２７、アルミニウム板１２３を、
積層方向に加圧（圧力１～３５ｋｇｆ／ｃｍ２（０．１ＭＰａ～３．５ＭＰａ））した状
態で、真空加熱炉内に装入して加熱して接合する（アルミニウム板接合工程Ｓ１０４）。
　本実施形態では、真空加熱炉内の圧力は１０－６Ｐａ以上１０－３Ｐａ以下の範囲内と
している。
　また、加熱温度は５８０℃以上６５０℃以下の範囲内、加熱温度での保持時間は１分以
上１８０分以下の範囲内とされている。
【００６７】
　以上の銅板積層工程Ｓ１０１、銅板接合工程Ｓ１０２、アルミニウム板積層工程Ｓ１０
３、アルミニウム板接合工程Ｓ１０４により、本実施形態である絶縁回路基板１１０が製
造される。
【００６８】
　次に、絶縁回路基板１１０の金属層１１３の他方の面側に、ヒートシンク５１をＡｌ－
Ｓｉ系ろう材を用いて接合する（ヒートシンク接合工程Ｓ１０５）。
　さらに、絶縁回路基板１１０の回路層１１２の一方の面に、半導体素子３をはんだ付け
により接合する（半導体素子接合工程Ｓ１０６）。
　以上の工程により、図５に示すパワーモジュール１０１が製出される。
【００６９】
　以上のような構成とされた本実施形態の絶縁回路基板１１０（接合体）によれば、セラ
ミックス基板１１１と回路層１１２との間に形成された接合層１３０のセラミックス基板
１１１側に、結晶質のチタン酸化物からなる活性金属化合物層１３１が形成されているの
で、超音波を負荷させた場合であっても、活性金属化合物層１３１を起点としてクラック
が発生することを抑制でき、セラミックス基板１１１と回路層１１２との剥離を抑制する
ことができる。
【００７０】
　さらに、本実施形態では、活性金属化合物層１３１の回路層１１２側の界面から、回路
層１１２に向かって０．５μｍから３μｍの厚み範囲Ｅにおける接合層１３０のＡｌ濃度
が０．１５ａｔ％以下に抑えられているので、超音波を負荷させた場合であっても、接合
層１３０にクラックが生じることを抑制することができる。
　なお、厚み範囲Ｅにおける接合層１３０のＡｌ濃度は、０．１０ａｔ％以下であること
が好ましく、０．０７ａｔ％以下であることがさらに好ましい。
【００７１】
　また、本実施形態においては、活性金属化合物層１３１の厚さが１．５ｎｍ以上１５０
ｎｍ以下の範囲内とされているので、冷熱サイクル負荷時におけるセラミックス基板１１
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の割れの発生を抑制することができる。
　なお、活性金属化合物層１３１の厚さの下限は３ｎｍ以上であることが好ましく、５ｎ
ｍ以上であることがさらに好ましい。一方、活性金属化合物層１３１の厚さの上限は６０
ｎｍ以下であることが好ましく、１５ｎｍ以下であることがさらに好ましい。
【００７２】
　また、本実施形態においては、セラミックス基板１１１がアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）で構
成されているので、絶縁性、および、耐熱性に優れた絶縁回路基板１１０を製造すること
ができる。
　さらに、活性金属化合物層１３１がチタン酸化物で構成されているので、セラミックス
基板１１１と回路層１１２との接合性が向上し、セラミックス基板１１１と回路層１１２
との剥離をさらに抑制することができる。
【００７３】
　さらに、本実施形態においては、セラミックス基板１１１の回路層１１２とは反対側の
面に、金属層１１３が形成されているので、半導体素子３で発生した熱を効率良く放熱す
ることが可能となる。また、セラミックス基板１１１の反りの発生を抑制することができ
る。
　また、金属層１１３がアルミニウム又はアルミニウム合金で構成されているので、熱応
力を金属層１１３で吸収することができ、冷熱サイクル時におけるセラミックス基板１１
１への負荷を抑制することができる。
【００７４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されることはなく、
その発明の技術的思想を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
　例えば、本実施形態では、セラミックス基板の回路層とは反対側の面に金属層を形成し
たものとして説明したが、これに限定されることはなく、金属層を設けなくてもよい。
【００７５】
　また、ヒートシンクは、本実施形態で例示してものに限定されることはなく、ヒートシ
ンクの構造に特に限定はない。
　さらに、ヒートシンクと金属層との間に、アルミニウム又はアルミニウム合金若しくは
アルミニウムを含む複合材（例えばＡｌＳｉＣ等）からなる緩衝層を設けてもよい。
【００７６】
　また、本実施形態では、絶縁回路基板に半導体素子を搭載してパワーモジュールを構成
するものとして説明したが、これに限定されることはない。例えば、絶縁回路基板の回路
層にＬＥＤ素子を搭載してＬＥＤモジュールを構成してもよいし、絶縁回路基板の回路層
に熱電素子を搭載して熱電モジュールを構成してもよい。
【００７７】
　さらに、本実施形態においては、活性金属としてＴｉを用いるものとして説明したが、
これに限定されることはなく、Ｔｉ，Ｎｂ，Ｈｆ，Ｚｒから選択される一種又は二種以上
の活性金属を用いてもよい。
　また、セラミックス基板と銅板とを接合する際に用いるろう材として、Ｃｕ－Ｐ－Ｓｎ
－Ｎｉろう材を例に挙げて説明したが、これに限定されることはなく、他のろう材を用い
てもよい。
【００７８】
　さらに、本実施形態では、合金層がＣｕ，Ｐ，Ｓｎ，Ｎｉのいずれかを含む合金あるい
は金属間化合物を有するものとして説明したが、これに限定されることはなく、接合時に
用いたろう材の成分のいずれかを含む合金あるいは金属間化合物を含有するものであれば
よい。例えばろう材がＺｎを含有する場合には、Ｚｎを含む合金あるいは金属間化合物を
含有していてもよい。
【実施例】
【００７９】
＜実施例１＞
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　表１記載の材質からなるセラミックス基板（２６ｍｍ×２６ｍｍ×０．６３５ｍｍ厚）
の一方の面に、表１記載のろう材及び活性金属材を用いて、無酸素銅からなる銅板（６ｍ
ｍ×６ｍｍ×０．３ｍｍ厚）を順に積層し、積層体を形成する。
　そして、積層体を表２に示す荷重で加圧した状態で真空加熱炉に投入し、加熱すること
によってセラミックス基板の一方の面に銅板を接合した。加熱温度及び時間は表２記載の
通りとした。
【００８０】
　以上のようにして、本発明例、比較例の接合体を得た。得られた接合体について、「活
性金属化合物層の材質及び結晶性」、「接合層の領域ＥのＡｌ濃度」、「超音波接合性」
について評価した。
【００８１】
（活性金属化合物層の材質及び結晶性）
　透過型電子顕微鏡（ＦＥＩ社製Ｔｉｔａｎ　ＣｈｅｍｉＳＴＥＭ、加速電圧２００ｋＶ
）を用いて倍率８００００倍で測定し、エネルギー分散型Ｘ線分析法（サーモサイエンテ
ィフィック社製ＮＳＳ７）により、Ｎ、Ｏ及び活性金属元素の元素マッピングを取得した
。活性金属元素とＮまたはＯが同一領域に存在する場合に活性金属化合物層が有ると判断
した。　
　さらに活性金属化合物層の高分解能像に格子縞が観察されており、かつ高分解能像を高
速フーリエ変換することで得られる回折像に回折斑点が確認された場合に結晶質であると
判断した。
　評価結果を表２に示す。
【００８２】
（接合層の領域ＥのＡｌ濃度）
　接合部におけるＡｌ濃度の測定方法としては、接合部の断面をＥＰＭＡ（電子線マイク
ロアナライザー、日本電子株式会社製ＪＸＡ－８５３０Ｆ）により分析し、活性金属化合
物領域の一面から０．５μｍ以上３μｍ以下の範囲を定量分析しＡｌ濃度を測定した。具
体的には上記範囲内の任意の個所１０点を分析し、その平均値をＡｌ濃度とした。
　評価結果を表２に示す。
【００８３】
　また、本発明例３のセラミックス基板と銅板との接合界面の透過電子顕微鏡観察を図９
に示す。
　さらに、本発明例３及び比較例１の接合界面のライン分析結果を図１０に示す。
　また、本発明例４のセラミックス基板と銅板との接合界面の元素マッピングを図１１に
示す。
【００８４】
（超音波接合後の剥離の有無）
　得られた接合体に対して、超音波金属接合機（超音波工業株式会社製：６０Ｃ－９０４
）を用いて、銅端子（１０ｍｍ×５ｍｍ×１ｍｍ厚）をコプラス量０．３ｍｍの条件で超
音波接合した。
　接合後に、銅板とセラミックス基板の接合界面の剥離が生じたものを「××」と評価し
た。また、剥離が確認されなかったものについては、さらに超音波探傷装置（株式会社日
立ソリューションズ製ＦｉｎｅＳＡＴ２００）を用いて、銅板とセラミックス基板の接合
界面を検査し、剥離又はセラミックス割れが観察されたものを「×」、どちらも確認され
なかったものを「○」と評価した。評価結果を表２に示す。
【００８５】
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【表１】

【００８６】
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【表２】

【００８７】
　活性金属化合物層が非晶質である比較例１，２においては、超音波接合後に銅板とセラ
ミックス基板の接合界面において剥離が生じた。
　接合部の領域ＥのＡｌ濃度が０．１５ａｔ％を超える比較例３，４においては、超音波
接合後に銅板とセラミックス基板の接合界面での剥離は認められなかったが、超音波探傷
装置で検査した結果、剥離又はセラミックス割れが確認された。
【００８８】
　これに対して、活性金属化合物層が結晶質とされるとともに、接合部の領域ＥのＡｌ濃
度が０．１５ａｔ％以下とされた本発明例１－９においては、超音波接合後に銅板とセラ
ミックス基板の接合界面での剥離は認められず、超音波探傷装置で検査した結果、剥離又
はセラミックス割れも確認されなかった。
【００８９】
　また、図９を参照すると、本発明例３においては、セラミックス基板の界面部分に結晶
質の活性金属化合物層（ルチル型のＴｉ－Ｏ層）が形成されていることが確認される。
　さらに、図１０を参照すると、本発明例３においては、比較例１に比べて、セラミック
ス基板の界面部分における活性金属濃度（Ｔｉ濃度）が高くなっていることが確認される
。
　また、図１１を参照すると、本発明例４においては、アルミナからなるセラミックス基
板と結晶質の活性金属化合物層との間に、Ｓｉ濃化層が形成されているのが確認される。
【００９０】
　以上のことから、本発明例によれば、超音波接合を行った場合であっても、セラミック
ス部材と銅部材との剥離を抑制することが可能な接合体、及び、絶縁回路基板を提供でき
ることが確認された。
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＜実施例２＞
　表３記載の材質からなるセラミックス基板（４０ｍｍ×４０ｍｍ×０．６３５ｍｍ厚）
の両面に、表３記載のろう材及び活性金属材を用いて、無酸素銅からなる銅板（３７ｍｍ
×３７ｍｍ×０．３ｍｍ厚）を順に積層し、積層体を形成する。
　そして、積層体を表４に示す荷重で加圧した状態で真空加熱炉に投入し、加熱すること
によってセラミックス基板の両面にそれぞれ銅板を接合した。加熱温度及び時間は表４記
載の通りとした。
【００９２】
　以上のようにして、本発明例の接合体を得た。得られた接合体について、「活性金属化
合物層の材質及び結晶性」、「接合層の領域ＥのＡｌ濃度」、「活性金属化合物層の厚さ
」、「冷熱サイクル信頼性」について評価した。なお、「活性金属化合物層の材質及び結
晶性」、「接合層の領域ＥのＡｌ濃度」については、実施例１と同様に評価した。
【００９３】
（活性金属化合物層の厚さ）
　透過型電子顕微鏡（ＦＥＩ社製Ｔｉｔａｎ　ＣｈｅｍｉＳＴＥＭ、加速電圧２００ｋＶ
）を用いて倍率８００００倍で測定し、エネルギー分散型Ｘ線分析法（サーモサイエンテ
ィフィック社製ＮＳＳ７）により、Ｎ、Ｏ及び活性金属元素の元素マッピングを取得した
。活性金属元素とＮまたはＯが同一領域に存在する場合に活性金属化合物層が有ると判断
した。　
　５視野で観察を行い、活性金属元素とＮまたはＯが同一領域に存在する範囲の面積を測
定した幅で割ったものの平均値を「活性金属化合物層の厚さ」とした。
【００９４】
（冷熱サイクル信頼性）
　冷熱衝撃試験機（エスベック株式会社製ＴＳＡ－７２ＥＳ）を用いて、気相で－５０℃
×１０ｍｉｎ←→１７５℃×１０ｍｉｎの冷熱サイクルを２５０サイクルまで実施した。
１０サイクル毎にセラミックス基板の割れの有無を、超音波探傷装置（日立パワーソリュ
ーションズ製ＦｉｎｅＳＡＴ２００）による界面検査によって判定した。
【００９５】
【表３】

【００９６】
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【表４】

【００９７】
　活性金属化合物層の厚さが１．５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下の範囲内とされた本発明例１
１－１９においては、セラミックス割れが発生した冷熱サイクルが１６０回以上であり、
冷熱サイクル信頼性に優れていることが確認された。特に、活性金属化合物層の厚さが１
．５ｎｍ以上１５ｎｍ以下の範囲内とされた本発明例１１，１７，１８，１９においては
、冷熱サイクルを２５０サイクル負荷後においてもセラミックス基板の割れが確認されて
おらず、冷熱サイクル信頼性に特に優れていることが確認された。
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　以上のことから、さらに冷熱サイクル信頼性が必要な場合には、活性金属化合物層の厚
さが１．５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下の範囲内、さらには１．５ｎｍ以上１５ｎｍ以下の範
囲内、とすることが好ましい。
【符号の説明】
【００９８】
１、１０１　パワーモジュール
３　半導体素子（電子部品）
１０、１１０　絶縁回路基板（接合体）　
１１、１１１　セラミックス基板（セラミックス部材）
１２、１１２　回路層
１３、１１３　金属層
２２、２３、１２２　銅板（銅部材）
３０、１３０　接合層
３１、１３１　活性金属化合物層

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】
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【図１１】
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